
議案第� 29号 石川県体育縮設管理規則の一部改正について� 

1 提案理由

体育施設利用者へのサービスの向上を図るため、いしかわ総合スポー

ツセンターの利用時間について所要の改正を行うため。� 

2 	 根拠法令 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律第� 14条
 

3 改E内容 


いしかわ総合スポーツセンターの利用時間について、午前� 9時から 


午後� 9時までを午前� 9時から午後� 10時までに改める。


石川県体育施設管理規則新旧対照表及び改正案� 2~5 頁のとおり 

4 	 施行年月日 


平成� 23年 4月� 1日




3 2第( 第( 第
六休 --'-喧 一 の五時/、

施 条業 区条問 条

設 日 一条 五 分 の カミ

石
川
県
体
育
施
設
管
理
規
則

の略 略 等 日例 は条区
手Ij

、句.;
別 略 、例分

用 午表 次別等

ら
第
四

時 前第 の表) 条
九八 との間

l土
、

時号 お「 略
改� 

かの り午

日IJ ら場 と前

表 午 i口h、 す」
る「の 後 。午

と
お

。

り
と
す
る� 

十
時
ま
で

後 正
L-

ー一寸
夜
間
ーーι
ー--，

新

旧

対

照

案
日
一一L

全
ー--，

日
一一

一
泊

L

ーー「
表� 

」ーー� 

3 2第(
--'--

第( 第
六休�  /、 一 の五時 一

施 条業 区条間 条
三且四λ 日 一条 五 分 の
の略略 等
手Ij

、同.;� 
日例

53 iJ 略
は条区
、例分

か
ら
第
四用 午表 次別等

日寺 前第 の表) 条

間 九八 との� 
l土、 時号 お「 略 現

かの り午� 

53IJ ら場 と前
表
の
と
お

午 i口b、 す」

f麦 る「
。午

時
九

後� 
L-

す
る� 

り ま

。

一--，

と で 夜
間
L-

ー--，
行

日� 
L-

ーー、
全
日� 
L-

ーー可

泊� 
ーーι

-2-



別表(第 6条関係)

施設名

石川県卯辰山相撲場

石川県立武道館

石川県立武道館兼六園弓道場

石川県サッカー・ラグビー競技場

石川県立野球場

石川県立自転車競技場

石川県白山一里野シャンツェ

石川県西部緑地公園陸上競技場

石川県西部緑地公園テニスコート

いしかわ総合スポーツセンター

別表(第 6条関係)

施設名

石川県卯辰山相撲場

石川県立武道館

石川県立武道館兼六園弓道場

石川県サッカー・ラグビー競技場

石川県立野球場

石川県立自転車競技場

石川県白山一里野、ンャンツェ

石川県西部緑地公園陸上競技場

石川県西部緑地公園テニスコート

いしかわ総合スポーツセンター

利用 時間

午前  8時から午後 9時まで

午前  8時から午後  9時まで(合宿の場合にあっては、
午後 5時から翌日の午前 8時まで)

午前  8時から午後 9時まで
改

午前  8時から日没まで

午前  6時から午後 9時まで

午前  8時 30分から午後 6時 30分まで
正

午前  9時から午後 4時まで(6月 1日から 8月 31日ま
での間にあっては、午前 8時 30分から午後 5時まで)

午前  8時 30分から午後 9時まで 案

午前  6時(1月 4日から 3月 31日までの間及び 11月 
1日から 12月 28日までの間にあっては、午前 8時 30
分)から日没まで

午前  9時から午後 10時まで

利用 時間

午前  8時から午後 9時まで

午前  8時から午後  9時まで(合宿の場合にあっては、
午後 5時から翌日の午前 8時まで)

現
午前  8時から午後 9時まで

午前  8時から日没まで

午前  6時から午後 9時まで

午前  8時 30分から午後 6時 30分まで

午前  9時から午後 4時まで (6月 1日から 8月 31日ま
での間にあっては、午前 8時 30分から午後 5時まで)

行
午前  8時 30分から午後 9時まで

午前  6時(1月 4日から 3月 31日までの問及び 11月 
1日から 12月 28日までの間にあっては、午前 8時 30
分)から日没まで

午前  9時から午後 9時まで 
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